
目

次

告

示

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約

款
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財
務
指
導
課
）
…
二

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
地
域

県

民

局
）
…
三

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
三

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
四

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

選
挙
管
理
委
員
会

○
病
院
の
長
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び

保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
、
老
人
ホ
ー

ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定
の
一
部
改
正
qqq（
事

務

局
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
十
八
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
令
和
三
年
四
月
八
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入
証
紙

の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月

青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
三
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
原
別
二
丁
目
一
の
八

合
資
会
社
青
森
中
央
自
動
車
学
校

二

売
り
さ
ば
き
場
所

青
森
市
原
別
二
丁
目
一
の
八

青
森
県
告
示
第
三
百
十
九
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
令
和
三
年
四
月
九
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入
証
紙

の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月

青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
三
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
県
報
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第
二
百
九
十
八
号

令
和
三
年四

月
十
九
日

（
月
曜
日
）



上
北
郡
東
北
町
字
家
ノ
下
タ
三
九
の
三

有
限
会
社
上
北
自
動
車
学
校

二

売
り
さ
ば
き
場
所

上
北
郡
東
北
町
字
家
ノ
下
タ
三
九
の
三

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
令
和
三
年
四
月
九
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入
証
紙

の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月

青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
三
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

十
和
田
市
東
二
十
二
番
町
二
八
の
一

合
資
会
社
十
和
田
自
動
車
学
校

二

売
り
さ
ば
き
場
所

十
和
田
市
東
二
十
二
番
町
二
八
の
一

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
、
青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約
款
を
次
の
と
お
り
定
め

る
。

令
和
三
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約
款

青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
（
平
成
31年

３
月
青
森
県
告
示
第
221号

）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

特
記
事
項
中
「
令
和
３
年
３
月
31日
」
を
「
令
和
４
年
３
月
31日
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
契
約
約
款
は
、
令
和
３
年
４
月
19日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
小
泊
五
〇
三

敦
賀

勝
正

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
大
山
長
根
一
一
五
の
一久
保
田

一

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
朝
間
二
三
の
一
五

鈴
木

直
也

小
泊

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
下
前
二
三
五

工
藤

益
雄

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
下
前
一
二
九

磯
野

忠
則

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
下
前
八
四
の
一

柏
崎

智
好

下
前

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風
合
瀬
字
上
砂
子
川
五
〇

鈴
木

武
利

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風
合
瀬
字
中
砂
子
川
一
九
二
の
三
山
本

晃
義

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
風
合
瀬
字
中
砂
子
川
一
九
〇
の
三
山
本

隆
幸

風
合
瀬

（ ）2青 森 県 報 第298号令和３年４月19日 月曜日



青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
古
野
牛
川
一
五

三
國

優

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
入
口
三

伊
柳

晴
美

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
稲
崎
平
三
〇
の
二
六

圓
子

豊

野
牛

上
北
郡
横
浜
町
字
舘
ノ
後
五
七
の
六

杉
山

亘

上
北
郡
横
浜
町
字
百
目
木
二
〇
一
の
三

佐
藤

大
道

上
北
郡
横
浜
町
字
中
畑
一
の
二

秋
田

聖

横
浜

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

エ
イ
ト
技
術
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤
富
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
城
下
二
丁
目
九
の
一
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
一
六
一
九
四
号

五

取
消
年
月
日

令
和
三
年
四
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

さ
く
井
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
四
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
大
久
保
設
備
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

今
直
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
大
字
飯
詰
字
福
泉
二
八
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
一
二
七
三
七
号

五

取
消
年
月
日

令
和
三
年
四
月
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
管
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び

水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関
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土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
六

羽
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
九
日

中
南
地
域
県
民
局
長

前

多

正

博

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

棟
方

健

弘
前
市
大
字
乳
井
字
舘
ノ
沢
八
八
の
一

令
和
三･
三･三〇

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
地

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
三
年
四
月
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
九
日

三
八
地
域
県
民
局
長

船

水

浩

人

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
天

間
林
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

八
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
九
日

上
北
地
域
県
民
局
長

石

橋

豊

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃

小
又

福
藏

附
田

勇
一

鳥
谷
部
千
代
喜

小
又

良
一

小
又

寛
司

楠

俊
二

鳥
谷
部

金
作

澤
田

公
勇

工
藤

文
悦

天
間

敏
行

向
中
野

由
喜

十
枝
内

隆
則

髙
田

克
雄

荒
谷

憲
三

小
又

福
藏

髙
田

克
雄

向
中
野

由
喜

小
又

寛
司

天
間

敏
行

楠

俊
二

附
田

勇
一

栁
平

廣
司

工
藤

文
悦

鳥
谷
部
千
代
喜

鳥
谷
部

忠

小
又

良
一

十
枝
内

隆
則

上
北
郡
七
戸
町
字
森
ケ
沢
一
二

〃

〃

字
舟
場
向
川
久
保
四
二
二

〃

〃

字
金
沢
平
三
四
九

〃

〃

字
後
平
二
八
八
の
四

〃

〃

字
大
平
一
二
の
三

〃

〃

字
金
沢
平
三
五

〃

〃

字
鳥
谷
部
一
二
の
二

〃

〃

字
家
ノ
裏
二
三

〃

〃

字
小
田
平
一
五
の
一

〃

〃

字
森
ノ
上
七
五
の
三

〃

〃

字
道
ノ
上
七
七
の
三

〃

〃

字
夏
間
木
六
四
の
八
一

〃

〃

字
榎
林
家
ノ
後
六

〃

東
北
町
大
字
上
野
字
山
添
四
五
の
三

八
二

〃

七
戸
町
字
森
ケ
沢
一
二

〃

〃

字
榎
林
家
ノ
後
六

〃

〃

字
道
ノ
上
七
七
の
三

〃

〃

字
大
平
一
二
の
三

〃

〃

字
森
ノ
上
七
五
の
三

〃

〃

字
金
沢
平
三
五

〃

〃

字
舟
場
向
川
久
保
四
二
二

〃

〃

字
柳
平
一
五
の
二

〃

〃

字
小
田
平
一
五
の
一

〃

〃

字
金
沢
平
三
四
九

〃

〃

字
下
鳥
谷
部
四
四

〃

〃

字
後
平
二
八
八
の
四

〃

〃

字
夏
間
木
六
四
の
八
一

令
和三･
四･
一就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃三･
三･三一退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
十
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和
田
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

八
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
九
日

上
北
地
域
県
民
局
長

石

橋

豊

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃

平
舘

龍
太
郎

竹
ヶ
原

直
大

高
舘

孝

平
舘

元
秀

栗
山

敬
一

佐
藤

建
一

竹
ヶ
原

善
昭

河
津

吉
大

杉
山

久

氣
田

一
彦

高
木

正
義

久
田

恒
志

國
分

弘
志

岡
田

良
平

佐
々
木

徳
先

平
舘

元
秀

畑
山

昭
雄

久
田

伸
一

國
分

勝
雄

平
舘

龍
太
郎

高
舘

孝

栗
山

敬
一

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
高
見
一
二
五

〃

東
六
番
町
九
の
三
四

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
高
舘
八
二
の

三十
和
田
市
大
字
相
坂
字
高
見
九
八
の
一

〃

〃

字
小
林
一
一
一
の
一

〃

大
字
切
田
字
半
在
池
三
の
一
一

〃

大
字
相
坂
字
相
坂
一
〇
七
の
二

〃

大
字
赤
沼
字
上
川
原
二
七
の
三

〃

〃

字
向
川
原
八
四
の
五

〃

大
字
切
田
字
下
切
田
四
三

〃

〃

字
平
林
一
五
六
の
三
二

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
柴
山
五
五
の

二十
和
田
市
大
字
藤
島
字
藤
島
五

上
北
郡
六
戸
町
大
字
折
茂
字
畑
刈
下
七
二

十
和
田
市
東
十
一
番
町
一
の
一
九

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
高
見
九
八
の
一

〃

大
字
切
田
字
横
道
一
五

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
柴
山
四
の
七

七十
和
田
市
大
字
藤
島
字
藤
島
二
三

〃

大
字
相
坂
字
高
見
一
二
五

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
高
舘
八
二
の

三十
和
田
市
大
字
相
坂
字
小
林
一
一
一
の
一

令
和三･
四･
一就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃三･
三･三一退
任

〃〃〃〃〃〃

〃〃〃監

事

〃〃

佐
藤

建
一

竹
ヶ
原

善
昭

竹
ヶ
原

直
大

岡
田

良
平

國
分

弘
志

山
崎

市
松

〃

大
字
切
田
字
半
在
池
三
の
一
一

〃

大
字
相
坂
字
相
坂
一
〇
七
の
二

〃

東
六
番
町
九
の
三
四

上
北
郡
六
戸
町
大
字
折
茂
字
畑
刈
下
七
二

十
和
田
市
大
字
藤
島
字
藤
島
五

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
瓢
一
二
の
一

〃〃〃〃〃〃

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号
（
病
院
の
長
、
老
人

ホ
ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び
保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ

き
病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
九
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

二
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」
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天
寿
園
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

〃

七
戸
町
字
舟
場
向
川
久
保
三
〇
八

天
寿
園
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

〃

七
戸
町
字
舟
場
向
川
久
保
三
〇
八

天
寿
園
み
ち
の
か
み

〃

七
戸
町
字
道
ノ
上
五
二
の
四
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


